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令和 元 年 ９ 月 12 日（木曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ２９ 　号）

　　　　規　　　則
○建築基準法施行細則等の一部を改正する規則

 （建築住宅課）　１

　
建 築基準法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和元年九月十二日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第四号

　 　　
建 築基準法施行細則等の一部を改正する規則

（ 建築基準法施行細則の一部改正）

第 一条

　
建 築基準法施行細則（昭和四十八年石川県規則第四十二号）の一部を次のように改正する。

　

 

　
第 三 条 第 二 項 及 び 第 五 条 第 二 項 第 二 号 中 「第 八 十 七 条 の 二 」 を 「第 八 十 七 条 の 四 」 に 改 め 、同 条 第 三 項 中 「第

八 十六条の八第一項」の下に「又は法第八十七条の二」を加える。

　 　
第 六条、第八条第二項及び第十条第二項第一号中「第八十七条の二」を「第八十七条の四」に改める。

　 　
附 則中第三項を削り、第四項を第三項とする。

（ 建築基準法施行細則の一部を改正する規則の一部改正）

第  二 条

　
建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （平 成 二 十 八 年 石 川 県 規 則 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る。

　

 

　
附 則第二項第一号イ⑶ 中 「 同年六月三十日」を 「 令和元年六月三十日」に 改め、同 号へ⑶ 中 「 平成三十一年六月一日」

を 「令和元年六月一日」に改め、同号ト⑶ 中 「平成三十一年九月一日」を「令和元年九月一日」に改める。

　

 

　
附 則 第 三 項 中 「第 八 十 七 条 の 二 」 を 「第 八 十 七 条 の 四 」 に 改 め 、同 項 第 一 号 及 び 第 二 号 中 「平 成 三 十 一 年 五 月

三 十一日」を「令和元年五月三十一日」に改める。

　

 

　
附 則 第 四 項 中 「平 成 三 十 一 年 六 月 一 日 」 を 「令 和 元 年 六 月 一 日 」 に 、「 第 八 十 七 条 の 二 」 を 「第 八 十 七 条 の 四 」

に 改める。

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、公布の日から施行する。
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規　　　　　　　　則



2 令和元年９月 12日（木曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225


